
１　施策の位置付け

２　施策の取組状況

平成29年度については，各部局における応急対策の実施にあたって，自律的に判断・行動することができるよう
ロールプレイング方式の訓練を新たに取り入れるなど，課題を捉えた研修を実施したことにより，参加人数が増加
した。

市民満足度
各地域における地域まちづくり計画の策定を通して，防災意識の向上や地域ぐるみでの防災体制の構築が図られ
たことにより，前年度より上昇していると考えられる。 概ね順調

総合評価
　順調 ：（Ａ評価が２つ以上
（Ｃ評価がある場合を除く。））
　　　　　［９０点以上］

　概ね順調 ：
　（主にＢ評価が２つ以上）
　　［６５点以上９０点未満］

　やや遅れている ：
　（Ｃ評価が２つ以上）
　　　　［６５点未満］取組内容と成果・成果の要因，進捗の状況

施策を取り
巻く環境等

・朝鮮半島における有事など，国民保護に関係する事案等の発生が考えられる。
・「H27.9関東・東北豪雨」，「九州北部豪雨」や「熊本地震」など，東日本大震災以降も大規模な自然災害が発生している。
・新型インフルエンザ等の感染症は，一度発生すると健康被害が拡大し，さらには社会的に大きな影響を及ぼす恐れがある。 総
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Ｂ ：前年度同水準
　　　（±５ｐｔ以内）
　　　　　　［２５点］
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　　　（－５ｐｔ超）
　　　　　［１５点］

③主要な構成
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　Ａ ： 計画以上
 　　 （主要な構成事業の
　　　２割超が計画以上）
　　　　　　［３３点］

　Ｂ ： 計画どおり
 　 　（主要な構成事業の
　　　８割以上が計画どおり）
　　　　　　［２５点］

Ｃ ： 計画より遅れ
 　 （主要な構成事業の
　　２割超が計画より遅れ）
　　　　　［１５点］
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①施策指標
　Ａ ：達成度９０％超
　　　　　　［３３点］

Ｂ ：達成度７０％～９０％
　　　　　　［２５点］

Ｃ ：達成度７０％未満
　　　　　［１５点］

②市民意識
調査結果
（満足度）

　Ａ ：前年度より向上
　　　　　（＋５ｐｔ超）
　　　　　　［３３点］
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  ③　主要な構成事業の進捗状況
　　（主要な構成事業の個別の進捗状況は，「３　施策を構成する事業の状況｝を参照） Ｂ
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300
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施策の満足度（％） 調査結果

目標値
（Ｈ29）

37.7%

施策目標 市民の生命，身体，財産を脅かす危機に対応できる環境が整っています。
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指標名（単位） H24 H25 H26 H27 H28
H29

（目標年）

政策名
（基本施策名）

７　危機への備え・対応力を高める 政策の達成目標
（基本施策目標）

市民，地域，行政の危機への備え，対応力が高まり，地震や風水害をはじめとするさまざまな危機
が発生した場合に，適切な行動ができるようになっています。

平成３０年度　行政評価　　施策カルテ

施策名 １　危機管理体制の充実 施策主管課 危機管理課 総合計画記載頁 101ページ

政策の柱 Ⅰ　市民の安全で健康な笑顔あふれる暮らしを支えるために

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）
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３　施策を構成する事業の状況 ※凡例　○：「総合計画の戦略プロジェクト・主要事業」対象，★：「③ 主要な構成事業の進捗状況」対象（５事業選択）

対象者・物（誰・何に） 取組（何を）

1 市職員が参加する研修・訓練 ★

・職員の危機対応能力の向
上
・防災に関する関係機関との
連携強化

市職員

・市職員の危機対応能力の向
上のため，研修や訓練を開催
・平常時より関係機関相互の連
携強化を図るため，連絡会議の
開催や合同訓練の実施

計画どおり 450 - 先駆的

　市職員の危機に対する対応力を高められるよう，職位に応じた「危機管理研修」
や「身の危険を感じた場合の対応研修」などの各種研修を実施するとともに，災害
発生初動期の適切かつ迅速な対応に必要な「情報収集伝達訓練」や「災害対応図
上訓練」など，より実践的な訓練を実施していく。
　また，災害発生時に，国，県，市の防災関係機関が迅速に連携できるよう，平常
時より合同訓練や連絡会議を開催することで，危機管理体制の充実に取り組んで
いく。

2
感染症の発生・蔓延防止対策（新型インフルエンザ
等対策含む）

★
・健康危機管理能力の向上
・健康危機に関する関係機
関との連携強化

感染症患者及びその接
触者，感染症に感受性の
ある市民

・感染症に感染した可能性のあ
る者への健康診断勧告
・病原体に汚染された恐れのあ
る場所の消毒
・新型インフルエンザ等に対す
る医療体制等の整備を図るた
め，関係機関との連絡会議を開
催

計画どおり 911 H11

　腸管出血性大腸菌等の感染症による健康被害を最小限にとどめるため，医療機
関と連携しながら正確な情報を把握し，迅速に対応することにより，二次感染防止
が図られることから，今後も継続して実施する。
　新型インフルエンザ等による市民の健康被害等を最小とするため，「市新型イン
フルエンザ等対策行動計画」等に基づき，栃木県や市医師会等の関係機関と連携
を図りながら，より実効性の高い住民接種体制等を整備していく。

3 感染症発生動向調査事業 ★

・健康危機に関する情報の
収集・提供
・健康危機に関する関係機
関との連携強化

市民，医療機関，県，国

・感染症法に基づき，医師から
感染症の報告を受け，県及び
国へ報告する。
・市内の感染症流行状況を解析
し，医師や市民に対し，患者発
生状況や予防策等の情報を
ホームページ等を利用して迅速
に提供する。

計画どおり 1,699 H11

　本事業の実施により，感染症の発生動向を迅速に把握することが可能となり，感
染症のまん延を防止するための有効な手段となっていることから，継続して実施す
る。
感染症発生時に，迅速かつ的確に対応できるよう，日頃より医療機関等へ最新情
報を提供するなど連携を図る。

4 感染症検査事務 ★
感染症対策に係る行政指
導に必要な検査データの
提供

感染症対策所管課
感染症の原因物質を確認す
るための検査の実施とデータ
提供

計画どおり 8,367 H8
　感染症のまん延防止に資するため，担当課から依頼される検査について，迅速
かつ正確に実施するとともに，ウイルス分離同定検査の導入など検査項目を拡充
するほか，各種検査の調査研究に取り組んでいく。

5 食品衛生・感染症対策推進事業 ★

食品衛生や感染症対策な
どに係る事業者に対する
技術支援及び市民向け情
報発信

市民，事業者

事業者向け研修会の開催
親子教室の開催
出前講座の開催
食品安全フェアの共催

計画どおり 15 H27

　研修指導については，食品関係事業者や医療関係者，環境対策に係る事業者
の資質向上のため，検体の適正な取扱いについて技術支援に取り組んでいく。
また，情報発信については，市民への正しい知識の普及と市民の不安解消に資す
るため，市民生活に密着した食品・環境等のわかりやすい情報提供に取り組んで
いく。

４　今後の施策の取組方針

№

今後の方向性

〈施策全般〉
◆東日本大震災以降も自然災害が頻発していることから，どのような災害が発生しても市民の生命・財産などを守れるよう，ハード・ソフトそれぞれの対策を効果
的に組み合わせることでなどで，被害を最小化するよう減災に努めるとともに，引き続き，感染症対策などの健康危機管理体制の充実を図っていく。

〈主要事業〉
◆市職員が参加する研修・訓練
　市職員の危機に対する対応力を高められるよう，職位に応じた「危機管理研修」や「身の危険を感じた場合の対応研修」などの各種研修を実施するとともに，災
害発生初動期に必要な「情報収集伝達訓練」や「災害対応図上訓練」など，より実践的な訓練を実施していく。
　また，災害発生時に，国，県，市の防災関係機関が迅速に連携できるよう，平常時より合同訓練や連絡会議を開催することで，危機管理体制の充実に取り組ん
でいく。
◆感染症の発生・蔓延防止対策
　『感染症法』に基づき，患者発生時には，医療機関や福祉施設などとの連携により，適切な健康調査や疫学調査及び迅速かつ正確な感染症検査を実施してい
く。
　また，「新型インフルエンザ等対策行動計画」等に基づき，関係機関と連携を図りながら，健康危機管理体制の充実に取り組んでいく。

〈その他個別事業〉

◆ミサイル発射時の対応や大規模な自然災害，感染症，テロなどの様々な危機から市民の生命・財産などを守り，被害を最小
限に抑えるため，訓練や研修を通して職員の危機対応力を向上させるとともに，今後とも国や県，民間などの関係機関との連
携強化を図っていく必要がある。
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